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第１章 総則 

 

（約款の適用） 

第１条 当社は、国際電気通信連合憲章（平成７年条約第２号）、国際電気通信連合条約（平成７年条約第３号）、条約附

属国際電気通信規則（平成２年６月郵政省告示第４０８号）、電波法（昭和２５年法律第１３１号）及び電気通信事業法（昭

和５９年法律第８６号。以下「事業法」といいます。）その他の法令の規定に基づき、航空衛星通信サービスに関する契約

約款（以下「約款」といいます。）及び当社が別に定めるところにより、航空衛星通信サービスを提供します。ただし、この

約款及び当社が別に定めるところにおいては、航空衛星通信サービスに係る料金その他の提供条件のうち、航空機側に

係るものに限り定めます。 

 

（約款の変更） 

第２条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。 

用語 用語の意味 

電気通信 有線､無線その他の電磁的方式により､符号､音響又は影像を送り､伝え､又は受けること 

 

電気通信設備 電気通信を行うための機械､器具､線路その他の電気的設備 

 

電気通信サービス 

 

電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し､その他電気通信設備を他人の通信の用に

供すること 

 

電気通信回線設備 

 

送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される

交換設備並びにこれらの附属設備 

 

航空機地球局設備 

 

 

航空機に設置した航空衛星通信の用に供するための電気通信回線設備であって、アンテ

ナ部、電力増幅部、低雑音増幅部、送信部、受信部、局部発振部、アンテナ制御部、チャ

ンネル制御部及び電源部から構成されるもの 

 

航空機地球局 航空衛星通信を行うことを目的として航空機に開設される地球局 

 

航空地球局 航空機地球局との間の通信を取り扱う陸上の地球局 

 

当社航空地球局 当社が設置し、運用する航空地球局（当社が設置するとみなした航空地球局を含みま

す。） 

 

外国航空地球局 当社以外の電気通信事業者が設置し、運用する航空地球局 



用語 用語の意味 

携帯移動地球局 

 

自動車その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の一若しくは二

以上にわたり携帯して使用するために開設する無線局であって、通信衛星の中継により無

線通信を行うもの 

 

携帯基地地球局 

 

携帯移動地球局との間の通信を取り扱う陸上の地球局 

 

航空衛星通信 

 

インマルサット・システム（国際移動通信衛星機構（インマルサット）に関する条約に規定さ

れる会社（以下「インマルサット運用会社」といいます。）が運営する通信衛星並びにインマ

ルサット運用会社により承認された航空地球局及び航空機地球局等により構成される電気

通信回線設備をいいます。以下同じとします。）を経由して、航空機と陸地との間若しくは航

空機相互間に発着し、又は航空機から発信され携帯移動地球局に着する通信 

 

通話 おおむね３キロヘルツの帯域の音声を電気通信回線設備を通じて送り、又は受ける通信 

 

パケット通信 パケット交換方式により符号を電気通信回線設備を通じて送り、又は受ける通信 

 

総合ディジタル通信 回線交換方式により６４キロビット/秒の符号を電気通信回線設備を通じて送り、又は受け

る通信 

 

ＩＰパケット通信 インターネットプロトコルによる符号の交換によって行うパケット通信 

航空衛星電話通話 通話に係る航空衛星通信 

 

航空衛星データ通信 パケット通信に係る航空衛星通信 

 

航空衛星高速データ通信 総合ディジタル通信に係る航空衛星通信 

 

航空衛星ＩＰパケット通信 ＩＰパケット通信に係る航空衛星通信 

 

航空衛星電話サービス 

 

 

当社航空地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービスであって、航空衛

星電話通話に係るもの 

 

航空衛星データサービス 

 

当社航空地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービスであって、航空衛

星データ通信に係るもの 

 

航空衛星高速データサー

ビス 

当社航空地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービスであって、航空衛

星高速データ通信に係るもの 



用語 用語の意味 

航空衛星ＩＰパケットサービ

ス 

当社航空地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービスであって、航空衛

星ＩＰパケット通信に係るもの 

 

航空衛星通信サービス 

 

航空衛星電話サービス、航空衛星データサービス、航空衛星高速データサービス及び航

空衛星ＩＰパケットサービス 

 

使用契約 

 

航空機地球局設備により当社から航空衛星通信サービスの提供を受けるための契約 

 

使用契約者 当社と使用契約を締結している方 

 

端末設備 

 

電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、１の部分の設置の場所が

他の部分の設置の場所と同一の構内にあるもの 

 

自営端末設備 

 

電気通信事業者（事業法第９条第１項の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出

をした者をいいます。）以外の方が設置する端末設備 

 

自営電気通信設備 

 

 

電気通信事業者（電気通信回線設備を設置するものに限ります。）以外の方が設置する電

気通信設備であって、端末設備以外のもの 

 

電気通信回線 

 

 

 

利用者（電気通信事業者との間に電気通信サービスの提供を受けるための契約を締結し

ている方をいいます。）が電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使

用する電気通信回線設備 

 

相互接続点 

 

 

 

 

当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定（事業法第３３条第９項若しくは

同条第１０項又は第３４条第４項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間

で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。）に基づく相互

接続に係る電気通信設備の接続点 

 

協定事業者 

 

当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 

 

他社接続回線 

 

 

 

相互接続点を介して当社の電話等網と相互に接続する電気通信回線であって、協定事業

者の専用サービスに係る契約に基づいて相互接続点と当該契約の申込者が指定する場

所との間に設置されるもの 

 

発信者 

 

航空衛星通信の請求者 

 

受信者 発信者が航空衛星通信を行おうとする相手 



用語 用語の意味 

当社交換局 

 

航空衛星通信サービスに関する交換業務を行う当社の事業所 

 

技術基準等 

 

 

 

端末設備等規則（昭和６０年郵政省令第３１号）で定める技術基準及び当社が郵政大臣の

認可を受けて定める航空衛星通信サービスの電気通信回線設備に係る端末設備等の接

続の技術的条件 

 

消費税相当額 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消

費税の額並びに地方税法（昭和２５年法律第２２６号）及び同法に関する法令の規定に基づ

き課税される地方消費税の額 

 

 

 

（航空衛星電話通話における通話以外の通信の取扱い） 

第４条 航空衛星電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを音声による通話とみなして取り扱います。 

 

（外国における取扱制限） 

第５条 航空衛星通信サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等又はイン

マルサットの定めるところにより制限されることがあります。 

 

 

第２章 航空衛星通信サービスの種類等 

 

（航空衛星通信サービスの種類） 

第６条 航空衛星通信サービスには、航空衛星電話サービス、航空衛星データサービス、航空衛星高速データサービス

及び航空衛星ＩＰパケットサービスの種類があります。 

 

（航空衛星通信サービスの提供区間） 

第７条 航空衛星通信サービスの提供区間は、次のとおりとします。 

海事衛星通信サービスの種別 提供区間 

航空衛星電話サービス (1) 相互接続点と航空機地球局との間 

(2) 加入契約回線等の終端と航空機地球局との間 

(3) 航空機地球局と外国との間 

(4) 航空機地球局相互間 

航空衛星データサービス (1) 相互接続点と航空機地球局との間 

(2) 航空機地球局と外国との間 

(3) 航空機地球局相互間 

航空衛星高速データサービス (1) 相互接続点と航空機地球局との間 



(2) 当社契約者回線の終端と航空機地球局との間 

(3) 航空機地球局と外国との間 

(4) 航空機地球局相互間 

航空衛星ＩＰパケットサービス 航空機地球局と航空地球局との間 

 

 

第３章 使用契約 

第１節 使用契約の単位等 

 

（使用契約の単位等） 

第８条 使用契約は、１の航空機地球局ごとに締結します。 

２ 当社との間に使用契約を締結できる方は、１の使用契約につき、１人に限ります。 

 

（使用契約の申込資格） 

第９条 使用契約の申込み（以下「使用申込」といいます。）ができる方は、次条（航空機地球局設備を設置することができ

る航空機）に規定する航空機の運航者とします。ただし、運航者が電波法第５条第１項各号のいずれかに該当する場合を

除きます。 

 

（航空機地球局設備を設置することができる航空機） 

第１０条 航空機地球局設備は、航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第１項に規定する航空機であって、同法第３条

による登録を受けた航空機（以下「本邦航空機」といいます。）に限り設置することができます、ただし、他の法律で別段の

定めがある場合は、この限りではありません。 

 

（航空機地球局設備の設置等） 

第１１条 航空機地球局設備は、使用契約者が調達し、本邦航空機に取り付けるものとします。 

２ 使用契約者は、前項の規定により取り付けた航空機地球局設備を当社が設置した電気通信設備として使用するため

に、契約者設備契約を当社と締結してください。 

 

（航空機地球局の操作資格） 

第１２条 航空機地球局の操作を行うことができる方は、当社が選任した無線従事者に限ります。ただし、電波法に別段

の定めがあるときは、この限りでありません。 

 

（電気通信回線設備の終端） 

第１３条 電気通信回線設備の航空機側の終端は、航空機地球局設備とします。 

 

 

第２節 使用申込及びその承諾等 

 



（使用申込の方法） 

第１４条 使用申込をしようとする方は、当社所定の契約申込書を契約事務を行う当社の事業所に提出していただきま

す。 

２ 前項の方は、外国航空地球局を運用する外国の電気通信事業者（当社が指定するものに限ります。）への料金支払に

係る代理人として当社を指定していただきます。 

 

（使用申込の承諾） 

第１５条 当社は、受け付けた順序に従って使用申込を承諾します。 

２ 前項の規定にかかわらず、当社は、使用申込を承諾するために必要な電気通信設備に余裕がない場合は、その承諾

を延期することがあります。 

３ 前２項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用申込を承諾しないことがありま

す。 

(1) 使用申込をしようとする方が、航空衛星通信サービスに係る料金、工事費、割増金又は遅延損害金の支払を現に怠

り、又は怠るおそれがあるとき。 

(2) その航空機地球局設備による航空衛星通信サービスの提供が、技術的に著しく困難であるとき。 

(3) その他航空衛星通信サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

 

（航空機地球局番号） 

第１６条 当社は、使用申込を承諾したときは、航空機地球局設備に接続される1の端末設備ごとに、1の航空機地球局番

号を割り当てます。 

 

（航空機地球局設備の運用開始日の通知） 

第１７条 当社は、使用申込の承諾後、使用契約に係る航空機地球局について、電波法に基づく検査を受けます。 

２ 当社は､前項の電波法に基づく検査を受けた後､航空機地球局の無線局の免許が得られたときは､速やかに使用契約

者に運用開始日を通知します｡ 

３ 使用契約者は、前項の運用開始日以降でなければ、その航空機地球局設備を使用することはできません。 

 

 

第３節 航空機地球局に関する工事 

 

（航空機地球局設備に関する工事） 

第１８条 航空機地球局設備の取り付け、移転、設置場所の変更、一時撤去又は撤去等の工事は、使用契約者がその負

担において行うものとします。 

 

 

第４節 権利の譲渡及び地位の承継 

 

（使用契約に基づく権利の譲渡） 

第１９条 使用契約に基づいて当社から航空衛星通信サービスの提供を受ける権利は、第９条（使用契約の申込資格）に



規定する資格を有する他の運航者に譲渡することができます。 

２ 前項に規定する権利の譲渡は、当社所定の譲渡承認請求書を当社に提出してその承認を得たときに、その効力を生

じるものとします。 

３ 当社は、前項の規定により譲渡の承認を求められたときは、第１５条（使用申込の承諾）第２項及び第３項に準じて、こ

れを承認します。 

４ 前項の権利の譲渡があったときは、譲り受けた方は、使用契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。 

 

（使用契約者の地位の承継） 

第２０条 使用契約者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立さ

れた法人は、使用契約者の地位を承継します。ただし、使用契約者の地位を承継しようとする方が第９条（使用契約の申

込資格）に規定する資格を有しない場合を除きます。 

２ 前項の規定により使用契約者の地位を承継した方は、承継の日から６か月以内に使用契約者の地位を承継したことを

証明する書類を添えて、その旨を当社に通知してください。 

３ 第１項の場合において、相続により使用契約者の地位を承継した方が２人以上あるときは、そのうちの１人を代表者と

定め、前項の手続きをとってください。代表者を変更したときも同様とします。 

４ 前項の規定による代表者の通知がないときは、当社が、代表者を指定します。 

 

 

第５節 使用契約の変更 

 

（使用契約者の氏名等の変更） 

第２１条 使用契約者は、その氏名若しくは商号又は住所若しくは居所について変更があったときは、速やかに書面により

そのことを契約事務を行う当社の事業所に通知してください。 

 

 

第６節 使用契約の解除 

 

（使用契約者が行う使用契約の解除） 

第２２条 使用契約者は、使用契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の６か月前までに、書面によりその旨を

契約事務を行う当社の事業所に通知してください。 

 

（当社が行う使用契約の解除） 

第２３条 当社は、使用契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用契約を解除することがあります。 

(1) 第２９条（利用停止）第１項の規定により利用停止をした場合において、使用契約者がなお第２９条第１項各号のいず

れかに該当するとき。 

(2) 使用契約者の責めに帰するべき事由により、その航空機地球局設備について航空機地球局の無線局の免許が得ら

れないとき又はその再免許が得られないとき。 

(3) 第９条（使用契約の申込資格）に規定する資格を有しないこととなったとき。 

２ 当社は、使用契約者が第２９条（利用停止）第１項各号のいずれかに該当する場合に、その行為が当社の業務の遂行



に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をしないで直ちに使用契約を解除することがあります。 

３ 当社は、前２項の規定により使用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を使用契約者に通知します。 

 

（航空機地球局設備の亡失等による使用契約の解除） 

第２４条 天災、事変その他契約者の責めによらない事由により航空機地球局設備が亡失したときは、その日限り、使用

契約は解除されたものとします。 

 

 

第７節 使用契約者の義務等 

 

（使用契約者の義務） 

第２５条 使用契約者は、次のことを守っていただきます。 

(1) 天災その他の災害に際して保護する必要があるとき又はこの契約約款等（契約約款又は料金表（電気通信役務の提

供の相手方と料金その他の提供条件についての別段の合意がある場合はその合意を含みます。）をいいます。以下同じ

とします。）に定めがあるときを除き、当社の設置する電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、又は分解しないこと。 

(2) 当社が承諾したとき又は天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、当社の設置する電気通信設備

に線条を連絡し、又は他の機械等を取り付けないこと。 

(3) 航空衛星通信に係る伝送交換の取扱いに妨害を与える行為をしないこと。 

２ 使用契約者は、前項の規定の適用については、当社が設置する電気通信設備について、善良な管理者の注意を怠ら

なかった場合を除いて、使用契約者以外の方の行為についても当社に対して責任を負っていただきます。 

３ 使用契約者は、前２項の規定に違反して、その設備を亡失し、又は毀損したときは、その補充、修理その他の工事に要

する費用を負担していただきます。 

 

 

第８節 航空機地球局の電波検査及び航空機地球局設備の点検 

 

（航空機地球局の電波検査及び航空機地球局の点検） 

第２６条 当社は、航空機地球局の電波検査（電波法に基づき実施される定期検査、臨時検査等をいいます。）を受けよう

とするとき又は航空機地球局設備を点検しようとするときは、あらかじめその期日、検査等を行う場所等を使用契約者に

通知します。 

２ 使用契約者は、前項の電波検査等に係る通知があったときは、正当な事由があるときを除いて、その電波検査等を拒

んではなりません。 

 

（電波検査等受検に係る事務の運航者への委託） 

第２７条 当社は、契約者設備を使用する使用契約者からの請求により、電波検査等受検に係る事務の一部をその使用

契約者に委託します。 

２ 前項の委託を受けようとする使用契約者は、当社所定の申込書を契約事務を行う当社の事業所に提出することにより、

電波検査等受検運航者委託契約を当社と締結してください。 

３ 前項の使用契約者は、前項の契約を締結する際、登録点検事業者（電波法第２４条の３の定めに従い登録を受けた方



をいいます。）を指定することができます。 

 

 

第４章 利用中止等 

 

（利用中止等） 

第２８条 当社は、次の場合には、航空衛星通信サービスの利用を中止することがあります。 

(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 

(2) 別に定めるクレジットカードによる航空衛星電話サービスにあっては、通話等利用度数の著しい増加などパスワード

の漏洩が想定される事態を発見したとき。 

  

（利用停止） 

第２９条 当社は、使用契約者が次のいずれかに該当する場合は、６か月以内の期間（航空衛星通信サービスの料金等

を支払わない場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間）を定めて、航空衛星通信サービスの通信を停止する

ことがあります。 

(1) 支払期日を経過しても航空衛星通信サービスの料金、工事費、割増金又は遅延損害金を支払わないとき。 

(2) 当社の承諾を得ずに、航空機地球局設備に自営端末設備を接続したとき。 

(3) 第４９条（自営電気通信設備等の接続）の規定に違反して、自営電気通信設備又は当社若しくは当社以外の電気通

信事業者が提供する電気通信回線を航空機地球局設備に接続したとき。 

(4) 当社が別に定めるところに違反して、自営端末設備について当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の

結果技術基準等に適合していると認められない自営端末設備を航空機地球局設備から取りはずさなかったとき。 

(5) 第２５条（使用契約者の義務）の規定に違反したとき。 

(6) その航空機地球局設備が、インマルサット・システムの型式承認への適合を維持できなくなったとき。 

(7) 使用契約者が外国航空地球局を運用する電気通信事業者に対する航空衛星通信の料金の支払いを怠ったために、

その航空機地球局設備の使用を停止する旨、当社がインマルサット運用会社から通知を受けたとき。 

(8) 前各号のほか、航空衛星通信サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、

又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。 

２ 当社は、前項の規定により利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を使用契約者に通

知します。 

 

（料金未払い航空機地球局の情報の開示又は受領） 

第３０条 当社は、使用契約者が前条（利用停止）第１項第１号に該当する場合には、その使用契約者及び航空機地球局

設備に関する情報を、外国航空地球局を運用する電気通信事業者又はインマルサット運用会社に開示することがありま

す。 

２ 外国航空地球局を運用する電気通信事業者に対して航空衛星通信に係る料金の支払いを使用契約者が怠ったとき

は、当社は、その使用契約者及び航空機地球局設備に関する情報を、その電気通信事業者又はインマルサット運用会社

から受領することがあります。 

 

（外国航空地球局での利用停止） 



第３１条 使用契約者は、航空地球局を運用するいかなる電気通信事業者（当社を含みます。）に対してであっても航空

衛星通信に係る料金の支払いを怠ったときは、外国航空地球局経由（外国航空地球局及び当社航空地球局を経由する

場合は、最初に外国航空地球局を経由することをいいます。以下同じとします。）による航空衛星通信を停止されることが

あります。 

 

 

第５章 通信 

第１節 通則 

 

（航空衛星通信の種類等） 

第３２条 航空機から発信し、当社航空地球局を経由する航空衛星通信は、自動通信（発信者の発信操作により、自動的

に受信側の電気通信設備に接続される航空衛星通信をいいます。以下同じとします）に限ります。 

 

 

第２節 航空衛星通信の利用の制限等 

 

（遭難通信の取り扱い） 

第３３条 当社は、遭難通信（遭難航空機が求める即時の救助に関するすべての通報であって、航空管制を行う運輸省に

あてるものをいいます。以下同じとします。）を、それ以外の通信に優先して接続します。 

２ 遭難通信の通信料は、無料とします。 

 

（航空衛星通信の取扱空域等） 

第３４条 航空衛星通信は、インマルサット・システムの通信衛星の覆域内の空域にある航空機に発着するものに限って

取り扱います。

２ 当社が設置するとみなした航空地球局は、当社が決定します。その場合、航空機地球局から発信する航空衛星通信

の取扱空域、通信時間等の測定その他の取扱いについては、当社の定めるところによります。 

３ 外国航空地球局経由（当社航空地球局及び外国航空地球局を経由する場合は、最初に外国航空地球局を経由する

ことをいいます。以下同じとします。）により、航空機地球局から発信する航空衛星通信の取扱空域、通信時間等の測定

その他の取扱いについては、経由外国航空地球局を運用する電気通信事業者の定めるところによります。 

 

 

第３節 航空衛星電話通話 

 

（取扱地域） 

第３５条 航空機から発信し、当社航空地球局を経由する航空衛星電話通話を取り扱う国又は地域は、当社が別に定め

ます。 

 

（特別業務） 

第３６条  削除 



 

（通話時間の測定等） 

第３７条 航空衛星電話通話の通話時間は、当社交換局の交換設備が受信者側の電話設備から応答信号を受信した時

刻から、発信者側の電話設備から通話終了の信号を受信した時刻までの時間とし、当社で測定します。 

２ 前項の場合において、当社の責めに帰するべき事由又は不可抗力により当社交換局が自動通話を行うことができな

かったと認めた時間又は通話に適さなかったと認めた時間は、通話時間に算入しません。 

３ 前項の規定にかかわらず、音声以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその通信ができなかっ

たときは、通話時間の調整は行いません。ただし、音声による通話ができない状態であったときは、この限りでありませ

ん。 

 

（中断等の申告） 

第３８条 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者の責めに帰することができない事由により、当社航空地球

局を経由する自動通話に中断等があったときは、使用契約者は、直ちにその旨を当社交換局に申告してください。 

２ 国際局は、前項により中断等の申告を受けた自動通話の通話時間を前条（通話時間の測定等）第２項及び第３項の規

定に従って調整します。 

３ 第１項に規定する中断等の場合において、使用契約者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の申

告ができなかったときは、当社は、その自動通話に係る請求書の発行日から起算して６か月以内に限り、申告に応じ、前

項の調整すべき通話時間に対応する通話料を減額又は返還します。 

 

（応答装置等に接続された自動通話） 

第３９条 自動通話を接続する場合において、受信者側の電話設備が、加入者不在の場合に応答する装置又は不在加

入者の代行を業とする者に接続されているため、受信者側からその装置又は代行業者による応答があったときは、受信

者側の電話設備に接続されたものとみなします。 

 

 

第４節 航空衛星データ通信 

 

（航空衛星データ通信の種類） 

第４０条 航空衛星データ通信には、次の品目があります。 

品目 内容 接続できる自営端末設備等の 

伝送制御手順 

３００ｂｐｓ ３００ビット/秒による符号伝送が可能なもの Ｘ．２５伝送制御手順準拠 

４，８００ｂｐｓ ４，８００ビット/秒による符号伝送が可能なもの Ｘ．２５伝送制御手順準拠 

 

２ 航空衛星データ通信には、使用する航空機地球局設備により、次の区分があります。 

区分 内容 

ハイゲインデータ 高利得航空機地球局設備による航空衛星データ通信 

ローゲインデータ 低利得航空機地球局設備による航空衛星データ通信 



 

（取扱地域） 

第４１条 航空機から発信し、当社航空地球局を経由する航空衛星データ通信を取り扱う国又は地域は、当社が別に定め

ます。 

 

（有料文字数の測定） 

第４２条 航空機から発信し、当社航空地球局を経由する航空衛星データ通信の有料文字数は、データパケットにより航

空機地球局と航空地球局との間で伝送された文字数（１字は１オクテット相当とします。）とし、当社で判定します。 

２ 当社は、当社の責めに帰するべき事由又は不可抗力により通信中に中断等が生じた場合には、当社が通信に適さな

いと認めた文字数は、有料文字数に算入しません。 

 

（中断等の申告） 

第４３条 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者の責めに帰することができない事由により、当社航空地球

局を経由する航空衛星データ通信に中断等があったときは、使用契約者は、直ちにその旨を当社に申告してください。 

２ 当社は、前項により中断等の申告を受けた航空衛星データ通信の有料文字数を前条（有料文字数の測定）第２項の規

定に従って調整します。 

３ 第１項に規定する中断等の場合において、使用契約者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の申

告ができなかったときは、当社は、その航空衛星データ通信に係る請求書の発行日から起算して６か月以内に限り、申告

に応じ、前項の調整すべき文字数に対応する通信料を減額又は返還します。 

 

 

第５節 航空衛星高速データ通信サービス 

 

（航空衛星高速データ通信の種類） 

第４３条の２ 当社航空地球局経由による航空衛星高速データ通信は、双方向伝送が可能なもののみを取り扱います。 

 

（取扱地域） 

第４３条の３ 当社航空地球局経由により、航空機地球局から発信する航空衛星高速データ通信を取り扱う国又は地域は 

当社が別に定めます。 

 

（通信時間の測定等） 

第４３条の４ 航空衛星高速データ通信の通信時間は、当社交換局の交換設備が受信者側の自営端末設備から応答信 

号を受信した時刻から発信者側の自営端末設備から通信終了の信号を受信した時刻までの時間とし、当社で測定しま

す。 

２ 前項の規定にかかわらず、発信者又は着信者の責めに帰すことのできない事由により、通信中に中断等が生じたとき 

は、当社が通信に適さなかったと認めた時間は、通信時間に算入しません。ただし、加入契約回線又は契約者回線の終 

端に接続されている電気通信設備を介して、その契約回線等に当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通 

信サービスに係る電気通信回線を接続し、通信が行われた場合において、その接続を原因とする伝送品質の不良により 

その通信に中断が生じたときは、この限りではありません。 



 

（中断等の申告） 

第４３条の５ 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者又は着信者の責めに帰することができない事由により、 

航空衛星高速データ通信に中断等があったときは、発信者は、直ちにその旨を当社交換局に申告してください。 

２ 当社は、前項により中断等の申告を受けた航空衛星高速データ通信の通信時間を、前条第２項の規定に従って調整し 

ます。 

３ 第１項に規定する中断等の場合において、発信者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の申告が 

できなかったときは、当社は、その航空衛星高速データ通信に係る請求書の発行日から起算して６か月以内に限り、申告 

に応じ、前項の調整すべき通信時間に対応する通信料を減額又は返還します。 

 

 

第６節 航空衛星ＩＰパケット通信サービス 

 

（航空衛星ＩＰパケット通信の種類と取扱地域） 

第４３条の６ 当社航空地球局経由により、航空機地球局から発信する航空衛星ＩＰパケット通信はインターネットにあてる 

場合のみ取り扱います。 

２ 前項の場合、取扱地域の定めはありません。 

 

（有料情報量の測定等） 

第４３条の７ 当社航空地球局経由により、航空機地球局から発信する航空衛星ＩＰパケット通信の有料情報量は、ＩＰパケ

ットにより航空地球局と航空機地球局との間で伝送された情報量とし、当社で測定します。 

２ 前項の場合において、当社の責めに帰するべき事由又は不可抗力により当社が通信できなかったと認めた情報量又 

は通信に適さなかったと認めた情報量は、有料情報量に算入しません。 

 

（中断の申告） 

第４３条の８ 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者の責めに帰することができない事由により、航空衛星ＩＰ 

パケット通信に中断があったときは、発信者は、直ちにその旨を当社交換局に申告してください。 

２ 当社は、前項により中断等の申告を受けた航空衛星ＩＰパケット通信の有料情報量を第４３条の７（有料情報量の測定 

等）第２項の規定に従って調整します。 

３ 第１項に規定する中断等の場合において、発信者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の申告が 

できなかったときは、当社は、航空衛星ＩＰパケット通信に係る請求書の発行日から起算して６か月以内に限り、申告に応 

じ、前項の調整すべき有料情報量に対応する通信料を減額又は返還します。 

 

（当社が行う利用の中断） 

第４３条の９ 当社は、使用契約者が航空衛星ＩＰパケット通信に関する当社の業務の遂行又は電気通信設備に支障を及 

ぼした場合又は及ぼすおそれのある行為を行っていると認めた場合は、やむをえず通信の利用を中断することがありま 

す。 

 

 



 

第６章 自営電気通信設備等の接続等 

第１節 自営端末設備の接続 

 

（自営端末設備の設置範囲） 

第４４条 自営端末設備の設置範囲は、航空機地球局設備が設置されている航空機内とします。 

 

（自営端末設備の接続請求） 

第４５条 使用契約者は、航空機地球局設備に自営端末設備を接続しようとする場合は、その旨を当社に請求してくださ

い。この場合は、当社が別に定める書類を当社に提出していただきます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合しない場合を除き、承諾し、その

旨を契約者に通知します。 

３ 自営端末設備を接続する場合において、航空機地球局設備の工事が必要となったときは、第１７条（航空機地球局設

備に関する工事等）の規定に準じて取り扱います。 

 

（自営端末設備の接続の検査等） 

第４６条 使用契約者は、事業法施行規則で定める場合を除き、当社の検査を受け、その自営端末設備の接続が技術基

準等に適合していると認められた後でなければ、その自営端末設備を使用することができません。 

２ 当社は、自営端末設備に異常がある場合その他航空衛星通信サービスの提供に支障がある場合において必要と認

めるときは、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行うことがあります。この場合において、

使用契約者は、正当な理由がある場合その他法施行規則で定める場合を除き、その検査を拒んではなりません。 

３ 第１項及び第３項の検査を行う場合は、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

 

（自営端末設備の接続の変更） 

第４７条 使用契約者は、自営端末設備の接続を変更しようとするときは、その旨を当社に通知して下さい。 

２ 第４５条（自営端末設備の接続請求）及び前条（自営端末設備の接続の検査等）の規定は、自営端末設備の接続の変

更について準用します。 

 

（自営端末設備の接続の廃止） 

第４８条 使用契約者は、自営端末設備の接続を廃止しようとするときは、その旨を当社に通知してください。 

 

 

第２節 自営電気通信設備の接続 

 

（自営電気通信設備等の接続） 

第４９条 使用契約者は、航空機地球局設備に自営電気通信設備又は当社若しくは当社以外の電気通信事業者が提供

する電気通信回線を接続してはなりません。 

 

 



第７章 料金等 

第１節 料金等 

 

（料金） 

第５０条 当社が定める航空衛星通信サービスの料金は、料金表に定めるところによります。

２ 航空機から発信し、外国航空地球局経由による航空衛星通信の通信料（その課金方法、計算方法及び請求方法を含

みます。）は、その外国航空地球局を運用する電気通信事業者の定めるところによります。 

 

（料金の計算方法） 

第５１条 航空通信衛星サービスの通信料は、第３７条（通話時間の測定等）に定める通話時間、第４２条（有料文字数の

測定）に定める有料文字数、第４３条の４（通信時間の測定等）に定める通信時間及び第４３条の７（有料情報量の測定

等）に定める有料情報量に基づき計算します。航空衛星データサービスの場合において、有料文字数は１か月ごとに合

計し、その合計した有料文字数に１００字未満の端数が生じたときは、これを１００字に切り上げます。 

２ 外国航空地球局を運用する電気通信事業者から当社経由で請求される料金は、当社が指定する換算率によって本

邦通貨に換算し使用契約者に請求します。 

３ 前２項の規定により計算して得た額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。 

 

 

第２節 料金等の支払義務 

 

（使用契約料等の支払義務） 

第５１条の２ 使用契約者は、使用契約の申込を行い、その承諾を受けたときは、契約料の支払いを要します。 

 

（新設電波検査取扱手数料の支払義務） 

第５２条 使用契約者は、当社が、その使用契約に係る航空機地球局について電波法の規定に基づく新設検査を受検し

たときは、新設電波検査取扱手数料の支払いを要します。 

２ 前項の場合において、使用契約者が、第２７条（電波検査受検に係る事務の運航者への委託）に規定する電波検査受

検運航者委託契約を当社と締結しているときは、その契約において定めるとおり、当社は、新設電波検査取扱手数料の

一部を委託料と相殺します。 

 

（定期電波検査取扱手数料の支払義務） 

第５３条 使用契約者は、当社が、その使用契約に係る航空機地球局について電波法の規定に基づく定期検査を受検し

たときは、定期電波検査取扱手数料の支払いを要します。 

２ 前条（新設電波検査取扱手数料の支払義務）第２項の規定は、定期電波検査取扱手数料について準用します。 

 

（再免許等取扱手数料の支払義務） 

第５４条 使用契約者は、当社が次の場合に要する事務を行ったときは、再免許等取扱手数料の支払いを要します。 

(1) 航空機地球局の再免許を取得するとき。 

(2) 航空機地球局設備又は自営端末設備の増設、移転、変更、廃止又は設置場所の変更に伴い電波法上の手続を行う



とき。 

２ 第５２条（新設電波検査取扱手数料の支払義務）第２項の規定は、再免許等取扱手数料について準用します。 

 

（海外電波検査等取扱手数料の支払義務） 

第５５条 使用契約者は、当社が本邦外において、その使用契約に係る航空機地球局について電波法の規定に基づく電

波検査を受けたときは、海外電波検査等取扱手数料の支払いを要します。 

２ 第５２条（新設電波検査取扱手数料の支払義務）第２項の規定は、海外電波検査等取扱手数料について準用します。 

 

（管理料の支払義務） 

第５６条 使用契約者は、航空機地球局設備が設置され、航空衛星通信サービスを利用することが可能となった日の翌

日から起算して１年目ごとに、管理料の支払いを要します。 

 

（通信料の支払義務） 

第５７条 使用契約者は、その使用契約に係る航空機地球局から発信する航空衛星通信があったときは、その通信料を

当社に支払わなければなりません。 

２ 使用契約者は、その航空機地球局から使用契約者以外の方が行った航空衛星通信に係る通信料についても、当社に

対し支払いの責任を負わなければなりません。 

 

（権利の譲渡に伴い発生する費用の支払義務） 

第５８条 第１９条（使用契約に基づく権利の譲渡）の規定により使用契約に基づく権利の譲渡があったときは、譲り受けた

方は、権利の譲渡により当社において発生した費用を支払わなければなりません。 

 

 

第３節 料金等の返還 

 

（管理料の返還） 

第５９条 当社は、使用契約者の責めに帰することができない事由により、次の左欄の場合が生じたときは、使用 

契約者からの請求により、管理料を右欄により減額又は返還します。 

 

料金を返還する場合 返還する料金 

当社が設置する電気通信設備（航空機地球局設備を除き

ます。）の障害等により、航空機地球局設備を使用して航

空衛星電話通話、航空衛星データ通信、航空衛星高速デ

ータ通信及び航空衛星ＩＰパケット通信のいずれも行うこと

ができない場合において、そのことを当社に通知した日（そ

の前に当社がそのことを知ったときは、その知った日）から

引き続き３０日以上その航空機地球局設備を使用すること

ができなかったとき。 

そのことを当社に通知した日（その前に当社がそのことを知

ったときは、その知った日）（通知し、又は知った時刻が午

前０時であったときは、その日）から起算し、一部又は全部

の通信ができるようになった日の前日までの日数を３０で

除して得た数（小数点以下の端数は切り捨てます。）に、管

理料の１２分の１を乗じて得た 

額 



 

 

２ 当社は、第２２条（使用契約者が行う使用契約の解除）又は第２３条（当社が行う使用契約の解除）の規定により、管理

料を当社が請求した月から起算して、１年以内に使用契約の解除があったときは、その残余の期間の月数に管理料の年

額の１２分の１を乗じて得た額を、使用契約者に返還します。 

３ 前項の規定により計算して得た額に１円未満の端数が生じたときは、これを切上げます。 

４ 当社は、第１項から第５項に規定する料金返還の事由が発生した日から起算して６ヶ月を経過したときは、その料金の

返還には応じません。 

 

 

第４節 料金等の請求時期及び支払時期 

 

（料金等の請求時期及び支払時期） 

第６０条 航空衛星通信サービスに関する料金等の請求時期は、次のとおりとします。 

区分 支払義務者への請求時期 

契約料 使用契約を締結した月の翌月 

管理料 その航空機地球局設備の使用開始後１年目の月の翌月及び以降１年ごと 

新設検査取扱手数料 当社が新設検査を受けた月の翌月 

定期電波検査取扱手数料 当社が定期検査を受けた月の翌月 

再免許等取扱手数料 当社が再免許の取得等に関する事務を行った月の翌月 

海外電波検査取扱手数料 当社が本邦外において電波検査等を受けた月の翌月 

通信料  その通話を行った月の翌月 

備考 

支払義務者から申出があったとき又は当社が必要と認めたときは、随時に請求します。 

 

２ 前項の規定により料金等の請求を受けた支払義務者は、請求書に指定する期日までに、その料金等を支払わなけれ

ばなりません。 

 

 

第５節 割増金及び延滞利息 

 

（割増金） 

第６１条 航空衛星通信サービスに関する料金を不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当

額を加算しない額とします。）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日ま

でに支払っていただきます。 

 

（延滞利息） 

第６２条 航空衛星通信サービスの料金、又は割増金（以下本条において「料金等」といいます。）の支払義務者は、請求



書に指定する期日（以下本条において「支払期日」といいます。）を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌

日から支払いの前日までの日数について年１４．５％の割合（年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、３６５

日当たりの割合とします。）で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。ただ

し、支払期日の翌日から起算して１０日以内に支払いがあったときは、この限りではありません。 

 

 

第８章 保守 

 

（使用契約者の維持責任） 

第６３条 使用契約者は、自営端末設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。 

 

（使用契約者の切分責任） 

第６４条 使用契約者は、航空衛星通信サービスの利用中において異常を発見したときは、航空機地球局設備又は自営

端末設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理又は復旧の請求をしてください。 

２ 当社は、当社が設置する電気通信設備（契約者設備を除きます。）に障害を生じ、又はその設備が滅失したことを知っ

たときは、速やかにその設備を修理し、又は復旧します。 

３ 航空機地球局設備に障害が生じ、又はその設備が滅失したときは、使用契約者がその負担において補充し、修理し、

又は復旧するものとします。 

４ 当社は、第１項の請求を受けた場合において、当社の係員を派遣した結果、異常の原因が航空機地球局設備又は自

営端末設備にあったときは、使用契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。 

 

（電気通信設備の変更に伴う航空機地球局設備又は自営端末設備の変更等） 

第６５条 当社又は外国の電気通信事業者が設置する電気通信設備についてやむを得ない限度において技術的な条件

（インマルサット・システムの型式認定の内容及び技術的事項を含みます。）の変更が行われた場合であって、航空機地

球局設備又は自営端末設備の改造又は変更が必要となったときは、使用契約者にその改造又は変更を行っていただき

ます。 

 

 

第９章 損害賠償 

 

（責任の制限） 

第６６条 当社は、使用契約者に航空衛星通信サービス（航空機から発信されるものに限ります。以下本条において同じ

とします。）を提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰するべき事由（契約者設備に起因するものは、

当社の責めに帰するべき事由には該当しません。また、そのサービスの利用にあたり他社接続回線を使用する場合にお

いては、その他社接続回線に係る協定事業者の責めに帰するべき事由を除きます。）によりいずれの航空衛星通信サー

ビスの提供をも行わなかったとき（その提供を行わなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局（複数地点間の電気通

信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所を指します。）又は陸上の衛星地球局（複数地点間の電気通

信のために用いられる衛星回線の設定に関わる地球局であって、航空機地球局、航空機地球局及び携帯移動地球局以

外のものを指します。）より外国側または衛星側の電気通信回線設備における障害であるときを除きます。）は、そのサー



ビスを全く利用することができない状態（その通 

信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。）

にあることを使用契約者が当社に通知した時刻（その前にそのことを当社が知ったときは、その知った時刻。以下本条に

おいて同じとします。）から起算して２４時間以上その状態が連続したときに限り、その使用契約者からの請求によりその

使用契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者がその協定事業者の契約約款等の規定により損害を賠償する場

合にはこの限りではありません。 

２ 前項の場合において、当社は、その航空衛星通信サービスが全く利用できない状態にあることを使用契約者が当社に

通知した時刻から、利用することが可能となった時刻までの時間数を２４で除して得られた数（小数点以下の端数は切り

捨てます。）に、その航空衛星通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日を含む月の前６料金月の１日

あたりの平均の当該航空衛星通信サービスに係る料金支払額（前６料金月の実績を把握することが困難な場合は、当社

が別に定める方法により計算して得た額とします。）を乗じて得た額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償しま

す。 

３ 当社は、前項の規定により計算して得られた額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。 

４ 第１項の場合において、当社の故意又は重大な過失により航空衛星通信サービスの提供を行わなかったときは、前２

項の規定は適用しません。 

５ 当社は、使用契約者以外の方からの損害賠償の請求には応じません。 

６ 使用契約者は、当社又は当社以外の航空地球局を運用する電気通信事業者が航空衛星通信サービス又はそれに相

当するサービスの提供を行わなかったことにより損害が生じた場合であっても、インマルサット運用会社（その関連会社を

含みます。）又は当該電気通信事業者に対し、その責任を問わないものとします。ただし、当該電気通信事業者が別段の

定めを設けている場合は、この限りではありません。 

 

 

第１０章 雑則 

 

（航空衛星通信サービス契約者に係る情報の利用） 

第６７条 当社は、航空衛星通信サービス使用契約者に係る氏名、名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送

付先等の情報を、当社及び協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料

金の請求等、当社の約款及び協定事業者の約款（料金表を含みます。）の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用し

ます。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーの通りとし

ます。 

（注） 業務の遂行上必要な範囲での利用には、使用契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合

を含みます。 

 



航空衛星通信サービス料金表 

第１部 通則 

 

（料金表の適用） 

第１条 航空衛星通信サービスに関する料金は、この料金表に規定するほか、事業法施行規則第１９条の２及び第２１条

の２の規定に基づき、当社が別に定めるところにより適用します。ただし、この料金表で規定する料金のうち契約料等及び

管理料等は、この料金表の額に消費税相当額を加算した額とします。 

 

（料金等の変更） 

第２条 当社は、航空衛星通信サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金によりま

す。 

 

（他社接続回線等と接続して行う通信に係る料金の設定等） 

第３条 当社は、航空機地球局から発信し当社航空地球局経由により本邦に着信する航空衛星通信の通信料について、

当社の航空衛星通信サービスの提供区間と協定事業者の電気通信サービスの提供区間とを合わせて、１の料金額を設

定します。 

 

（支払証明書の発行） 

第４条 当社は、使用契約者から請求があったときは、その使用契約者に係る航空衛星通信サービスの支払証明書を発

行します。 

2 使用契約者は前項の請求をし、その承諾を受けたときは、発行手数料の支払いを要します。 

3 当社は、支払証明書の発行手数料の適用について前 2項の規定にかかわらず、支払証明書の発行の態様を勘案して

別に定めるところにより、支払証明書の発行手数料の適用を除外し、又はその料金額を減額して適用することがありま

す。 

 

第２部 契約料等  

料金種別 単位 料金額 

１ 契約料 １の契約ごとに 電波法関係手数料令（昭和３３年政令第３０７号）

第２条の規定に基づく所定の無線局免許申請手

数料及び第３条の規定に基づく所定の落成後の

検査手数料に税抜額２９８，０００円（税込額３１２，

９００円）を加算した額 

２ 新設検査取扱手数料 電波法の規定に基づく落

成後の検査を受検するごと

に 

税抜額２１５，０００円（税込額２２５，７５０円） 

３ 定期電波検査取扱手数料 

(1) 基本料 

電波法の規定に基づく検

査を受検するごとに 

電波法関係手数料令第９条の規定に基づく所定

の定期検査手数料に税抜額７，０００円（税込額

７，３５０円）を加算した額 



(2) 付加料 税抜額２３５，０００円（税込額２４６，７５０円） 

４ 再免許等取扱手数料 受検ごとに 再免許又は設備の移転、変更、廃止若しくは設置

場所の変更の場合に当社が行う事務に要する実

費 

５ 海外電波検査等取扱手数

料 

受検ごとに 本邦外において使用契約に係る航空機地球局に

ついて電波法に基づく電波検査を受検する場合

に当社が行う事務に要する実費 

 

 

第３部 管理料等 

料金種別 単位 料金額 

管理料 １年ごとに 税抜額１５，０００円 （税込額１５，７５０円） 

 

 

第４部 通信料等 

１ 航空衛星電話通話の通話料 

区別 取扱地域 単位 料金額 

(1) (2)以外にあてるもの 通話時間６秒までごとに ６０円 

(2) 航空機にあてるもの   

(ｱ) 電話にあてるもの 通話時間６秒までごとに １２０円 

航空衛星電話通話 

(ｲ) 高速データ通信にあてるもの 通話時間６秒までごとに ２２５円 

 

２ 航空衛星データ通信の通信料 

区別 単位 料金額 

(1) ハイゲイン データ 有料文字数１００文字までごとに ３０円 

(2) ローゲイン データ 有料文字数１００文字までごとに ６５円 

 

３ 航空衛星高速データ通信の通信料 

区別 取扱地域 単位 料金額 

(1) (2)以外にあてるもの 通信時間６秒までごとに １６５円 

(2) 航空機にあてるもの   

 (ｱ) 電話にあてるもの 通信時間６秒までごとに ２２５円 

航空衛星高速データ通信 

 (ｲ) 高速データ通信にあてるもの 通信時間６秒までごとに ３３０円 

 

４ 航空衛星ＩＰパケット通信の通信料 

区別 単位 料金額 

航空衛星ＩＰパケット通信 有料情報量１Ｍｂｉｔを１単位として １，０００円 



備考 

通信料は１コールごとの百分の一単位までごとに測定した有料情報量に上の１単位の料金を乗じて得られる額と

し、１円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。 

 

５ 附帯サービスに関する料金 

区別 単位 費用額 

支払証明書発行

手数料 

支払証明書の発行1回ごとに 税抜額400円 

（税込額420円） 

 



附 則（平成１２年９月1２日ワビ推第２０９号） 

 

（実施期日） 

第１条 この改正料金表は、平成１２年１０月１日から実施します。 

（旧料金表の廃止） 

第２条 航空衛星通信サービス料金表（平成２年２月１８日公告第１０５号。以下「旧料金表」といいます。）は、平成１２年９

月３０日限り廃止します。 

 

（旧料金表による料金） 

第３条 この改正料金表の実施前に、旧料金表の規定により支払い、又は支払わなければならなかった 

航空衛星通信サービスの料金については、なお従前の例によります。 

 

（実施期日） 

この改正約款は、平成１６年４月１日から実施します。 

 

（実施時期） 

この改正約款は、平成１７年４月１日から実施します。 

 

（実施時期） 

この改正約款は平成１８年４月１日より実施します。 

（航空衛星データサービスの利用休止） 

第６条で規定する航空衛星データサービスについては、当面の間この取扱いを休止します。 

 

(実施時期) 

この改正約款は平成１８年１０月１日より実施します。 

（航空衛星データサービスの利用休止の解除） 

第６条で規定する航空衛星データサービスについては取扱いを休止していましたが、この休止を解除します。 

（経過措置） 

第２８条第２項の記載については、平成１８年１０月３１日をもって、本約款から削除します。 

 

（実施時期） 

この改正約款は平成１８年１１月１日より実施します。 


